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1130010

工場立地法第４条
の２第２項

緑地面積率などに
関する区域ごとの
基準

　緑地面積率等の区域区分毎の基準は、国が
関係行政機関の長に協議し、かつ産業構造審
議会の意見を聴いて、公表するものとする。

C ー

　地域の実情を踏まえた緑地面積率等の設定が可能となるように、工場立地法では、第４条の２第１項において、
都道府県が地域準則を定めることができる旨規定している。また、地域準則を設定するに当たって、どのような区域
を設定するかについても、都道府県が地域の実情を踏まえて決めるものである。
　したがって、ご提案の武雄市に特化した緑地面積率の設定については、まず地域準則を定めることができる佐賀
県にご相談されたい。
　なお、ご提案の中で、都道府県が地域準則を設定するに当たって国への協議が必要とご理解しているようである
が、そのような規定は工場立地法には存在しない旨申し添える。

提案主体は、地域準則において、緑
地率及び環境施設の面積割合の軽
減が認められていないため提案を
行ったものであり、緑地率（２０％以
上）、環境施設の面積割合（２５％以
上）の根拠をお示しいただき、その
軽減が市町村の判断でできるかどう
かという点を踏まえ再検討し、回答
されたい。

　「工場立地法第４条の２第１項において、都道府県が地域準則を定
めることができる旨規定している。地域準則を設定するに当たって、ど
のような区域を設定するかについても、都道府県が地域の実情を踏ま
えて決めるものである。」との措置の概要であったが、都道府県が地
域準則を設定するにあたっては、工場立地法第４条の２第２項の基準
の範囲内において定める事が出来るとなっている。
　しかし、緑地面積率などに関する区域ごとの基準（平成十年大蔵
省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省、告示第二号）において
は、「第二種区域及び第三種区域の設定に当たっては、現在でも緑地
面積率が数％と言う状況に留まって、古くから形成されてきた工業集
積地のような地域に第二種区域又は第三種区域を設定することに
よって、工場の緑地等を整備を促し、結果として現状よりも緑地などの
整備が進むように配慮すること」となっており、緑地化の推進を行うこと
が明記されている。
　以上のことから、佐賀県は工場立地法第４条の２第２号の基準の範
囲内(緑化を推進する）でしか地域準則を設定することができないと思
われる。
　また、佐賀県としても、緑地化等を推進することが、法・基準の目的
であり、緑地率などの軽減はできないとのことであった。
　今回、武雄市が提案している、「緑地及び環境施設面積に対する割
合の軽減」の趣旨は、工場敷地の有効活用による、特定工場の積極
的な設備投資による生産拡大と雇用の創出である。
　よって、緑化推進を目的としている、工場立地法並びに基準の規制
の緩和をお願いしたい。
　仮に緑地率を軽減が可能であれば、周辺が農地（農業振興地域）、
山林、公園などの環境施設の配置状況や、住宅地への一定の距離が
あることなど、周辺環境には十分配慮したいと考えている。

Ｃ －

　工場立地法上、都道府県等が地域準則を定めるに当たって、準工
業地域等の第二種区域及び第三種区域においては、国が定める緑
地面積率（２０％）及び環境施設の面積率（２５％）を下回る値を設定
することができる。
　ご意見中、佐賀県では緑地面積率等の軽減はできない、とのことで
あるが、地域準則の設定に当たっては、当該県内の実情に応じて区
域を設定し、基準を定めることができるよう、工場立地法で規定され
ている。
　したがって、佐賀県内の地域の実情に応じた区域設定及び地域準
則設定をしてもらうよう、佐賀県にもう一度ご相談されたい。なお、１
０％に満たない既存工場について、地域準則の中で既に他の自治体
で制定しているように、特例的な措置を設けている場合がある旨、申
し添える。
　また、佐賀県が地域準則の策定を検討するに当たって、佐賀県から
の求めがあれば、当省から助言や協力を行う準備があることを申し
添える。

右の提案主体の意見を踏ま
えて、再度回答されたい。な
お、農地を借地権あるいは
使用権を設定することに
よって工場敷地に算入した
場合、その農地に作付けさ
れている農作物が緑地の要
件に適合すれば、農地を転
用することなく工場の緑地と
してもよいのか、また、農作
物を刈り取った場合でも緑
地として認められるのか回
答されたい。

　「第二種区域及び第三種区域においては、国が定める緑地面積
（２０％）及び環境施設の面積率（２５％）を下回る値を設定すること
ができる」とのことであるが、武雄市の特定工場の殆どが、都市計
画用途区域外の第一種区域である。「地域準則の設定に当たって
は、当該県内の実情に応じて区域を設定し、基準を定めることが
できるよう、工場立地法で規定されている」とのことであるが、地域
の実情に応じ、第一種区域の基準（緑地２０％環境施設２５％）以
下で設定が可能であるのか？、第二種及び第三種区域の面積
率、環境施設率の基準を適用してよいのか？お伺いしたい。(「緑
地面積率などに関する区域ごとの基準」の緩和)
　
　工場立地法の目的に、今回提案している特例事項の趣旨である
「工業用地の有効活用に伴う、積極的な設備投資による生産拡大
と雇用の創出を促進する」との内容がそぐうのかお伺いしたい。

　また、特定工場周辺の農地や山林の地権者と、使用権、借地権
等を設定すれば、特定工場の緑地として面積算入して良いのかお
伺いしたい。

C －

　都市計画用途地域をどのように設定するかについては十分御
検討されたい。また、その地域の実情に応じた区域指定を行う場
合には、「緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準」に基づ
き、当該区域に対応する緑地面積率等の基準を適用しなければ
ならない。

　工場立地法の目的は、「工場立地が環境の保全を図りつつ適
正に行われること」にあるため、「工業用地の有効活用に伴う、積
極的な設備投資による生産拡大と雇用の創出を促進する」という
内容は必ずしも法目的にそぐうものではない。

　工場立地法において、工場敷地面積は、所有地、借地等のい
かんを問わず、当該工場の用に供する土地の面積をいう。また、
緑地は、当該敷地内にあり、また、工場立地法施行規則第3条を
満たすものをいう。
　なお、農地については転用許可がおりれば借地権等設定をし
て工場の敷地面積に算入することは可能である。ただし現行の
工場立地法では野菜畑は緑地としては認めず、あくまで環境施
設として整理しているため、緑地算入できない。
　山林については、借地権等の設定により工場の敷地面積に算
入することは可能である。ただし、手入れなしの自然林は工場立
地法上の緑地としては認められないため、緑地算入するために
は手入れ等の管理を行うことが必要である。

1022 10221010

特定工場立
地時におけ
る緑地及び
環境敷地面
積に対する
割合の軽減

　工場立地に関する準則第２条、及び第３
条で緑地率（２０％以上）、環境施設の面積
割合（２５％以上）が定められている。この、
緑地率と環境施設の面積割合の軽減を要
望する。

佐賀県武
雄市

特定工場
立地時に
おける緑地
及び環境
施設の面
積に対する
割合の軽
減

1130020

・駐車場法第20条
第1項及び第2項
・大規模小売店舗
立地法第4条第2項
・同上施行令第4条
1号
・同上施行規則第3
条第1項1号
・同上に係わる指
針

駐車場条例による基準は、特に駐車場の整備
を必要とする地域に限り、小売店舗に限らず
建築物の規模に応じ附置すべき必要最小限
の収容台数を義務づけている。他方で、大規
模小売店舗立地法に基づく指針においては、
大型小売店が設置される全ての地域におい
て、休祭日のビーク時間に予想される自動車
台数に応じて駐車待ちの交通渋滞が生じない
ような目安となる基準値を提示している。大規
模小売店舗立地法における駐車場の基準数
値は、その運用において地域の実情などを勘
案することが可能となっている。

D-1 ー

　駐車場条例と、大規模小売店舗立地法の指針に基づく基準は、対象施設(条例は小売店舗のみならず事務所等
も対象であるが、他方で立地法は小売店舗のみ。)・地域（条例は商業地区等のみ地域が限定されているが、立地
法は全ての地域を網羅。）、基準の考え方（条例は最低限の基準であるが、立地法は交通渋滞が生じない目
安。）、基準に基づく駐車場設置の担保手法（条例は命令及び罰則という強制力を有するスキームだが、立地法は
意見・勧告等のみ。）が異なっており、両者の手続き等を統一することは困難である。
　しかしながら、大規模小売店舗立地法で示す基準の数値については、平成１７年３月３０日に告示された改定指
針においても明らかにしているとおり、法運用主体である地方公共団体が、地域の実状に応じて、地域の独自基準
を定めることが可能である。また、市街地再開発事業や駐車場整備計画等を策定している場合などには、大店立
地法に基づく個別案件の審査時点において、これらを勘案することも可能である。このように、大規模小売店舗立
地法の運用などを弾力的に行うことを通じ、駐車場条例と大規模小売店舗立地法の指針で異なる基準が存在する
場合であっても、現行制度において、提案の趣旨を実現することが可能であり、必要に応じその旨関連の法運用主
体に再周知する。
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駐車場法と
大規模小売
店舗立地法
の両方が適
用される場
合の駐車台
数算定基準
の統合

駐車場法と大規模小売り店舗立地法の両
方に駐車台数の規定があり、大規模小売り
店舗立地法が適用される場合は駐車台数
算定基準を統合する。

株式会社
巽エンジニ
アリング、
株式会社
白土建築
設計事務
所

駐車場附
置義務緩
和の特例

1130030
工場立地法第４条
第１項第３号ロ

　国は、製造業等の業種の区分に応じ、生産
施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積
の敷地面積に対する割合に関する事項につき
準則を公表している。
　緑地面積の敷地面積に対する割合について
の準則は第2条で20％以上、環境施設面積の
敷地面積に対する割合についての準則は第3
条で25％以上、環境施設の配置についての準
則は環境施設のうちその面積の敷地面積に
対する割合が15％以上になるものを当該工場
等の敷地の周辺部と定められている。

C ー

ご提案の話は、工場立地法第４条第１項第３号ロの工業集合地の特例に関するものだと考えられるが、以下の理
由から、対応は困難である。
○工業集合地の特例は、一団の土地に複数工場が集中して立地している場合において、複数工場が立地している
一団の土地を工業集合地とみなし、この工業集合地と隣接する形で緑地等を整備した方が周辺の生活環境との調
和の観点からより効果的な場合があることを踏まえ、工場立地法に規定しているものである。ご提案のような、工業
集合地と隣接する形以外で緑地を整備することは、周辺の生活環境との調和の観点から効果的であるとは考えら
れないため、工業集合地の特例として整理することは困難である。
なお、ご提案の話に関して言えば、例えば、岡山県が、ご提案に係る地域の緑地面積率を地域準則で定めることに
より、ご提案に係る会社が他社の敷地を借用することなく、現在の緑地面積率のまま生産施設を増設することが可
能な場合もあるので、地域準則設定に関しては、岡山県に相談されたい。

地域での合意が整えば、コンビナー
ト地域を一つの工場敷地と想定し、
外部との遮断性を確保した上で、必
要な緑地面積を他社の敷地を借用
し緑地化することを可能としてもよい
のではないか、再検討し、回答され
たい。

　今回の特区提案を整理すると次のようになる。
　１　水島コンビナート地区においては、既に①自社敷地内緑地と②隣
接緑地の２種類の緑地が存在する。
　２　工業集合地特例で、「隣接緑地」を整備する場合、本県では、国・
県・市で７５％、企業が２５％の事業費を出し、数十億円の事業となっ
た。このように隣接緑地の整備には、用地買収から工事終了まで多額
の費用と年月が必要であるため全国的に広がっていない状況にあり、
今後、「隣接緑地」に多額の費用を掛けることは地域住民の理解が必
ずしも得られるものではないという危惧を持っている。
　３　そこで本県では、第３の緑地確保策として、③工業専用地域や工
業地域において特定工場が多数寄り集まっている状態を「一つの工
場」とみなし、その工場内の緑地を増加させる方法として今回の提案
を行うものである。
　以上のように、今回の提案は、工業集合地の特例に関するものでは
なく、地域の発展（生産施設増設による地域経済への波及効果）とＣＯ
２の削減の２つを実現させると同時に、結果としてエリア内の緑地を増
やしていくための「第３の緑地増加策」という位置付けであることを御
理解願いたい。
　また、地域準則条例の制定で、既に１０％以上の緑地面積率を持っ
ている特定工場は救えるが、１０％に満たない多くの既存工場の救済
は難しいのが実情である。

Ｃ －

　ご意見のみなし「一つの工場」は、まさに工場立地法における工業
団地や工業集合地の規定にある「一団の土地」と同じものであり、現
行法の規定では、原則、工業団地や工業集合地の中で自社の敷地
外に緑地を整備したとしても、当該工業団地や工業集合地内の個別
工場の緑地面積率に当該緑地を算入することはできない。
　なお、地域準則に関しては、既に他の自治体で制定しているよう
に、１０％に満たない既存工場についても、特例的な措置を設けてい
る場合がある旨、申し添える。
　また、岡山県が地域準則の策定を検討するに当たって、岡山県から
の求めがあれば、当省から助言や協力を行う準備があることを申し
添える。

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

○今回の提案趣旨は、水島コンビナート全体を一つの企業体の工場とみ
なし、規制緩和を図ることによりコンビナート一体としての事業展開を容
易ならしめ、水島コンビナートの世界に向けた国際競争力強化を図ろうと
するものである。

○工場立地法における「緑地」は、自社敷地内が大原則であるが、例外
規定として「工業団地」では一体として整備された団地内の緑地を、「工
業集合地」では「一団の土地」の外部に隣接する緑地を認めることとなっ
ている。

○提案における、みなし「一つの工場」は、工場立地法における工業団地
や工業集合地の規定にある「一団の土地」ではなく、「水島コンビナート」
というエリア全体を一つの企業体の工場とみなすということである。

○水島コンビナート地区内の企業・事業所間では、海底パイプラインによ
り原料等の相互融通が行われるなど連携が進みつつあり、また、今後展
開しようとしている副生物の利活用やユーティリティーの最適化等の連
携・協働事業等は、コンビナート地区が正に一企業体として国際競争力
強化を図っていく取り組みである。

○本提案により、コンビナート地区全体を一の企業体の工場として緑地
を整備していくことは、生産施設の増設による経済活動や産業集積が活
発となり、また、結果として、緑地が増加することとなるので、工場立地法
の趣旨に反するものではないため、提案の趣旨を御理解の上、再考願い
たい。

C －

　工場立地法では、周辺環境との調和を図る観点から、各工場
の敷地内に一定割合以上の緑地等を整備すべき旨を規定して
いる。これは、工業団地や工業集合地の特例の場合であっても、
基本的な考え方は同じである。したがって、ご提案のような、コン
ビナート地区全体を一の企業体の工場敷地とみなして、その敷
地全体で緑地面積率を算定するというのは、工場立地法の趣旨
及び運用に照らした場合、対応は困難である。

　なお、岡山県がご提案に係る地域の緑地面積率等を地域準則
で定めるに当たって、岡山県からの求めがあれば、当省から助
言や協力を行う準備があることを再度申し添える。
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水島コンビ
ナート地区
全体での緑
地面積の運
用

工場立地法における緑地面積としてコンビ
ナート地域を一つの工場敷地と想定し、必
要な緑地面積を他社の敷地を借用し緑地
化することでも有効とする。

「水島コン
ビナート競
争力強化
検討委員
会」
岡山県、岡
山県倉敷
市、旭化成
ケミカルズ
（株）、（株）
クラレ、ＪＦ
Ｅスチール
（株）、（株）
ジャパンエ
ナジー、新
日本石油
精製
（株）、中国
電力㈱、三
菱化学
（株）、三菱
ガス化学
（株）、三菱
自動車工
業（株）

水島コンビ
ナート地区
全体での
緑地運用
特区構想

1130040
商工会議所法施行
令第７条

1.商工会議所は、その地区内の商工業の総合
的な改善発達を図ることを目的としているが、
その事業は地区内に留まらず、税関手続きの
簡素化に関する国際条約に基づく輸出品の原
産地証明や、国際的な商事取引の紛争に関
するあっ旋、調停又は仲裁を行うなど、広域
的、国際的な事業活動を行っている。

2.こうした商工会議所の有する広域性・国際性
等の性格に鑑み、国際的にみても高い信用を
得るためには、全国の商工会議所の事業の同
質性を確保することが重要であるため、設立
や定款変更の認可等は国が行ってきたが、一
方で、これまでの地方分権の潮流を踏まえ、
都道府県への権限移譲を行ってきている。
　例えば、平成５年に行った都道府県知事へ
の権限委任は、商工会議所の業務の効率化
に資する形で行ったものであり、設立認可権
限や事業内容・地区等の重要な事項に係る定
款変更等組織の根幹に関わるものは国に留
保し、事業状況の報告等の日常的な監督権限
を都道府県知事に委任している。

Ｃ ー

　商工会議所が行う原産地証明や国際商事紛争の調停・仲裁などの広域的・国際的業務に関して、全国的な同質
性の確保が求められること等も踏まえつつ検討する必要があるが、直接の当事者となる各地の商工会議所や、こ
れをとりまとめる日本商工会議所の意見を十分に聴取するとともに、地方からの提案の詳細、具体的なニーズ等を
確認した上で、真摯に検討する。

具体的なニーズ等を確認したうえで
検討するとの回答だが、検討を行う
にあたっての具体的なスケジュー
ル、検討課題等を示されたい。

　商工会議所が行う業務に関する権限のうち，全国的な同質性の確
保が必要な業務に関する権限と，それ以外の権限との精査を行い，
早期の権限移譲を検討していただきたい。

Ｃ -

権限移譲の際の検討課題としては、例えば、海外とのＥＰＡ締結に基
づく特恵の原産地証明書発給については、本来国自ら行う業務を商
工会議所が代行する形式になっており、国→都道府県に権限移譲す
ることによって、外交・条約上の違反となるのではないかとの懸念が
ある。
このような、国際的、広域的な見地からの判断・調整や、全国的に一
定水準、同質な組織・事業運営の維持が必要な事項以外の権限を、
都道府県知事に移譲できるかどうか検討しているところ。
今後、商工会議所等の関係者と調整を行い、年度内を目途に結論を
得る所存。

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

　国の権限に属する事務のうち，国際的・広域的な見地からの判
断・調整や，全国的に一定水準，同質な組織・事業運営の維持が
必要と思われる事項は，①「輸出品の原産地証明」に関する権
限，②「都道府県をまたがる合併」に関する権限のみと考えられ，
それ以外の権限については，都道府県に移譲可能と考えられるこ
とから，早期の権限移譲を検討していただきたい。

Ｃ －
ご指摘の点を踏まえて、商工会議所等の関係者と調整を行い、
年度内を目途に結論を得る所存。 1267 12672020

商工会議所
法に係る許
認可権限の
県への移譲

○商工会議所法に関する事務について
は，国と県で権限が分散している。
○国が所管している権限（設立認可，定款
変更のうち，目的・事業・役員・議員に関す
る事項等）については，県域を超えた広域
的調整が必要な事務とは考えれないことか
ら，地方公共団体（県又は基礎自治体）に
おいて，一括処理できるよう提案する。
○なお，県が所管している権限（定款変更
のうち所在地，事務局に関する事項等）に
ついては，地域における事業活動規制や
産業振興の観点で基礎自治体へ移譲する
こととしている。

広島県
分権ひろし
ま活性化プ
ラン

1130050

①
・大規模小売店舗
立地法第３条第２
項
・地方自治法第２５
２条の１７の２
②
・工場立地法第４条
の２
・工場立地法第１５
条の４

①
地方自治法第２５２条の１７条の２は、「都道府
県は、都道府県知事の権限に属する事務の
一部を、条例の定めるところにより、市町村が
処理することができる」と規定している。
他方、大規模小売小売店舗立地法（以下「大
店立地法」という）第３条第２項は、「都道府県
は（中略）条例で、周辺の地域の生活環境の
保持に必要かつ十分な程度において、同項の
基準面積に代えて適用すべき基準を定めるこ
とができる」と規定していることから、基準面積
に代わる基準を定める権限は条例制定権者た
る議会に属するものとされている。
このため、現行制度では、大店立地法第３条
第２項に規定される権限については、地方自
治法第２５２条の１７条の２に基づいて市町村
に移譲することはできない。
②
届出等の事務に加え、都道府県及び政令指
定都市は、国が定める準則に変えて、緑地及
び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に
対する割合については、緑地面積率などに関
する区域の区分ごとの基準の範囲内において
条例で定めることができる。

①Ｃ

②P
ー

①
  大店立地法第３条第２項により「前項の基準面積を超える他の基準面積とすることが適切であると認められる区
域」すなわち条例で規制を緩和できる基準及び区域としては、一般的には周辺の生活環境に影響を与え得る規模
の店舗ではあっても、都市再開発等が計画的に行われているなど、周辺の開発状況、道路の整備状況、住居の立
地状況等の地域的な特性に照らして、国が定めた基準よりも大きな店舗が出店しても、周辺生活環境に悪影響を
及ぼすおそれがないと判断できる区域を想定している。
　本条項は、法律の規制適用対象であるか否かを確定する（条例で定める基準以下の大型店は法の規制対象外と
なり、仮に周辺生活環境に問題が生じる場合であっても住民は何らの対応もできなくなる）ための特に重要な事項
であることから、民意を反映する手続である条例で規定することとしているものである。また、大型店が生活環境に
及ぼす影響は、市町村境に立地する場合など大型店の立地場所によっては１市町村のみでは判断できないケース
もある。このような点を踏まえ、法の適用範囲の確定にあたっては、他の条項以上に、都道府県等による広域的な
観点から判断することが不可欠であり、他の都道府県の権限を市町村に事務委譲した場合であっても、本条項の
都道府県議会の権限を安易に市町村議会に委譲することは適当でないと考えられる。
　　なお、大店立地法は法施行後５年を経過したが、第３条第２項の規定の活用実績はこれまでに一件もなく、ま
た、具体的に指定を検討している事例についても承知していない。

②
　【現在法制的な対応の可否について調整中】

①現行法では、都道府県境に立地
する場合において、隣接する都道府
県に協議を求めることができるとさ
れており、市町村境に立地する場合
も同様の規定を設けることにより、
市町村に権限移譲することは可能
ではないか。また、業務の効率的な
実施の観点を踏まえても、一定以上
の大規模小売店舗の立地件数があ
る市町村（例えば中核市、特例市）
に権限移譲することは可能ではない
か。
②早急に法制的な検討を行い、回
答されたい。

　大店立地法の運用は，生活環境と調和した大規模小売店舗の立地
誘導を図るものであり，「まちづくり」の一環にほかならないと考えてい
る。大店立地法と同じく、「まちづくり３法」の一つである中心市街地活
性化法においては，「まちづくり」の主体は市町村である旨が明記され
ており，大店立地法の運用も市町村において自己完結的に行なえる
ようにすべきと考える。
　大店立地法の保護法益である「周辺地域の生活環境の保持」は極
めて地域性の高い事柄であり，地域の民意を反映する市町村議会で
あれば，地域の実情に応じた基準面積の決定が可能であるものと考
えられる。
　市町村境の立地の問題点は，現行制度でも都道府県境の立地にお
いて，同様に考えられる。このような場合は，必要に応じて隣接する市
町に意見照会する等により，適切な法律運用が可能であると考えてい
る。
　また，近年の市町村合併の進展により，市町域は大幅に広域化して
おり，一定程度広域的な観点からの法律運用は可能となっていると考
えられる。

①Ｃ

②P
ー

①措置の概要に記述した点の他、全国的な権限委譲については、現
在本法を含むまちづくり三法の見直しについて検討を行っている審議
会（産業構造審議会流通部会・中小企業政策審議会商業部会合同
会議）などの議論において、規制を受ける小売業者からは、地方の独
自の運用を懸念する声が強いなど市町村への権限委譲を望んでい
ないのが実情である。
他方で、都道府県が地方自治法に基づき市町村に大店立地法の事
務を委譲することを可能としている場合に、市町村からの申し出がな
いなど市町村が積極的に本法の事務を行う意思を有していないこと
も少なくない。
以上のような状況に鑑みれば、一律に市町村に事務を委譲すること
は適切ではなく、地方自治法第２５２条の１７条の２を活用して、都道
府県の一定の関与を残した上で事務を担おうとする意思と能力のあ
る市町村に対して都道府県が権限を委譲できることとする、市町村に
も選択権のある現行の体系が適当である。
  なお、1)大店立地法に関する事務（議会に委任されている法３条２
項を除く。）については、本年４月から地方自治法第２５２条の１７条
の２に基づく条例により３つの市町村が担当することとされたところで
あり、その運用状況を注視するとともに、2)市町村が本法の事務の委
譲を都道府県に求めた際に都道府県が対応していないケースがある
か否か、都道府県議会に委任している条項（法３条２項）について具
体的な活用の検討の有無や市町村議会に権限を委譲すべきとの要
請があるか否かなどについては、必要に応じ情報収集していくことと
したい。

②【現在法制的な対応の可否について調整中】

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

　知事の権限に属する事務については，地方自治法第２５２条の１
７の２に基づき，基礎自治体に事務を移譲することが可能であるこ
とから，事務を直接行うかどうかについて市町には選択権がある。
　しかし，大店立地法第３条第２項の条例制定権限については議
会に属する権限であるため，現行制度上は，市町には選択権がな
い（移譲を受けることができない）状態となっている。
　よって，事務を実施する意思と能力のある市町が全ての事務を
自己完結的に実施することができるよう，条例制定権についても
市町に選択権を付与していただけるよう要望しているものである。
　現在，本県は市町に対し，事務移譲に係る具体の協議等に取り
かかっており，引続き，市町への条例制定権の移譲について，制
度の見直しを検討していただきたい。

①Ｃ

②B-2

①大店立地法第３条第２項に基づく条例は全国的にみてもこれ
まで活用実績はなく、また、既に広島県から回答いただいている
ように広島県内の市町村から大店立地法第３条第２項を活用し
たいとの要望は現時点ではないものと承知している。このことか
らも、御指摘の条文について条例制定権の移譲ができないこと
が、地方自治法第２５２条の１７の２に基づき大店立地法の事務
移譲を行おうとする際の障害となっているものではないと理解し
ている。この点も踏まえ、市町村から基準を引き上げたいとの提
案のない現時点において、特に制度の見直しを行う必要はない
と考える。
なお、大店立地法第３条第２項は法律の規制適用対象であるか
否かを確定する（条例で定める基準以下の大型店は大店立地法
の規制対象外となり、仮に周辺生活環境に問題が生じる場合で
あっても住民は何らの対応もできなくなる。）ための特に重要な事
項であることから都道府県条例に委任していること、また、地方
自治法上の権限移譲の取り扱いをみても、都道府県知事（行政）
の権限と議会（立法）の権限を同列に取り扱っていないことにも
留意すべきである。

②地域準則に関する権限委譲については、自治体からの要望や
実需なども踏まえつつ、地域の実情に応じた緑地面積率等の設
定が可能となる方向で、１８年度までに措置を検討する。

1267 12672060

大規模小売
店舗及び特
定工場の新
設等の届出
に関する事
務に係る制
度の見直し

大規模小売店舗及び特定工場の新設等の
届出に関する事務について，基礎自治体
が地域の実情に応じて自己完結的に事務
が行えるよう制度の見直しを行うこと

広島県
分権ひろし
ま活性化プ
ラン

1130060

工場立地法第４条
の２
工場立地法第１５
条の４

届出等の事務に加え、都道府県及び政令指
定都市は、国が定める準則に変えて、緑地及
び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に
対する割合については、緑地面積率などに関
する区域の区分ごとの基準の範囲内において
条例で定めることができる。

P 【現在法制的な対応の可否について調整中】
早急に法制的な検討を行い、回答さ
れたい。

Ｐ 【現在法制的な対応の可否について調整中】
早急に法制的な検討を行
い、回答されたい。

B-2
地域準則に関する権限委譲については、自治体からの要望や実
需なども踏まえつつ、地域の実情に応じた緑地面積率等の設定
が可能となる方向で、１８年度までに措置を検討する。

1269 12691010

工場立地法
第15条の４
（大都市の
特例）の中
核市等への
適用

　市域の環境の保全を図りつつ、積極的な
企業立地を推進し、地域活性化につなげる
ために、地方自治法252条の17の2に基づく
ことなく、工場立地法第15条の４（大都市の
特例）を中核市等に適用し、地域により密
着した同法の事務及び地域準則の規定を
行う。

松山市
工場立地
促進特区
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 11 経済産業省（特区）

管理コー
ド

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
プロジェ
クト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事
項（事項名）

規制の特例事項の内容 提案主体名
プロジェク
トの名称

1130070

家庭用品品質表示
法第２条第１項第１
号、第３条
家庭用品品質表示
法施行令第１条、
別表

家庭用品品質表示法では、一般消費者の利
益の保護を目的として、一般消費者の通常生
活の用に供する家庭用品として、繊維製品３５
品目、合成樹脂加工品８品目、電気機械器具
１７品目、雑貨工業品３０品目、合計９０品目を
指定し、指定品目ごとに表示すべき事項等を
定め、表示の適正化を図っている。
現在、仏壇や仏具等の宗教用具は本法で品
目指定を行っていない。

Ｃ ー

家庭用品品質表示法は、一般消費者の利益（経済的利益、身体的安全）を保護することを目的として、一般消費者
が商品を購入する際の品質の識別の困難性・必要性を要件として家庭用品に指定することとしている。仏壇、仏具
については、現時点では国民生活センター等への苦情・相談件数が多い状況ではないため、直ちに対応すること
は難しいと考えている。しかし、ご要望の内容については、今後の苦情・相談の動向を見守りながら適切に対応して
いきたいと考えている。
なお、本法に基づく表示事項は、「成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項」（法第３条第１号）で
あり、当該商品がどこで生産、加工されたかを示す「産地」については、それが直ちに成分、性能等の「品質」そのも
のを表す事項ではないため、産地表示を本法の表示事項とすることはできない。

苦情、相談件数がどの程度ならばよ
いのか。また、消費者利益の保護の
ためには、苦情、相談が起こってか
らではなく、正確に品質表示等がさ
れていない実態があるならば検討
すべきではないのか。

Ｃ ー

家庭用品品質表示法は、一般消費者の利益（経済的利益、身体的安
全）を保護することを目的として、一般消費者が商品を購入する際の
品質の識別の困難性・必要性を要件として家庭用品に指定すること
としており、過去の例と比較しても仏壇、仏具については、現時点で
は国民生活センター等への苦情・相談件数が多い状況ではないた
め、直ちに対応することは難しいと考えている。しかし、ご要望の内容
については、今後の苦情・相談の動向等を見守りながら、必要に応じ
て事態把握するなど適切に対応していきたいと考えている。

1008 10081010

仏壇、仏具
等の宗教用
具に於ける
品質及び産
地の表示義
務規制

近年、急速な生産技術の進歩と海外生産
化が進んでいる宗教用具業界では、これま
での製品仕様のスタンダードが崩壊し、品
質や産地の虚偽説明による消費者とのトラ
ブルが増加している。例えばイミテーション
の黒檀、紫檀や金箔を使った製品が市場
で増えているが、現状では小売り店での正
確な品質表示や産地表示はほとんどなさ
れていない。そのことによって、今後消費者
に不利益がもたらされないよう、宗教用具
産業にも「家庭用品品質表示法」を適用し
ていただき、開かれた信頼感のある業界と
して再構築していきたい。

森正株式
会社

仏壇、仏具
等の宗教
用具に於
ける品質及
び産地の
表示義務
規制

1130080

　経済産業省関係
構造改革特別区域
法第二条第三項に
規定する省令の特
例に関する措置及
びその適用を受け
る特定事業を定め
る省令（平成十五
年三月二十八日経
済産業省令第三十
九号）

　経済産業省告示
第１６２号

　以下の要件を満たす認定講座を修了した者
が、修了した日から１年以内に初級システムア
ドミニストレータ試験を受験する場合は、当該
試験の午前試験を免除する。

　次の各号に規定する事項が、現行の規定に
よる初級システムアドミニストレータ試験に合
格した者と同等の免除対象科目に係る知識を
習得させることができると認められるとき
１　経済産業大臣が告示で定める履修項目に
応じた履修計画
２　修了認定の基準
３　修了試験の実施方法

Ａ－１ Ⅲ

　民間資格試験全般を対象とした新たな特例措置の創設を軸に検討する。
　具体的には、当該資格試験の内容を審査し、現行の規定による初級システムアドミニストレータ試験の午前試験
の内容の全部又は一部と同等と認められるときは、当該民間資格試験が対象とする知識項目のうち、現行特例措
置で定められた履修項目と重複する項目については、履修計画の提出及び修了試験の実施を要しないこととす
る。
　なお、民間資格試験の内容の審査にあたっては、当該試験の出題範囲、出題形式、試験問題の難易度や客観
性、出題数、試験実施方法の公正性などが審査項目として考えられる。

1182 11821010

現行特例
1131番「初
級システム
アドミニスト
レータ試験
の午前試験
免除」の緩
和措置の拡
充

　　現行特例１１３１番「修了者に対する初
級システムアドミニストレータ試験の午前試
験を免除する講座開設事業」の制度を拡充
し、国際インターネット資格である「ＣＩＷファ
ンデーション」の資格（ＣＩＷ資格）を取得す
ることにより、独立行政法人情報処理推進
機構（ＩＰＡ）が示す「情報処理技術者試験
の特例について」の「制度の仕組み・手続き
の流れ」にある履修科目の講座履修に代
え、ＣＩＷ資格により既に習得されたと見な
される分野については講座履修と修了試
験を免除し、添付にある履修科目の講座だ
けを受講し、当該講座に関する修了試験に
合格することにより、初級システムアドミニ
ストレータ試験の午前試験を免除する。

プロソフトト
レーニング
ジャパン株
式会社

ＩＴ人材育
成およびＩＴ
産業活性
化特区

1130090

　経済産業省関係
構造改革特別区域
法第二条第三項に
規定する省令の特
例に関する措置及
びその適用を受け
る特定事業を定め
る省令（平成十五
年三月二十八日経
済産業省令第三十
九号）

　経済産業省告示
第１６３号

　以下の要件を満たす認定講座を修了した者
が、修了した日から１年以内に基本情報技術
者試験を受験する場合は、当該試験の午前試
験を免除する。

　次の各号に規定する事項が、現行の規定に
よる基本情報技術者試験に合格した者と同等
の免除対象科目に係る知識を習得させること
ができると認められるとき
１　経済産業大臣が告示で定める履修項目に
応じた履修計画
２　修了認定の基準
３　修了試験の実施方法

Ａ－１ Ⅲ

　民間資格試験全般を対象とした新たな特例措置の創設を軸に検討する。
　具体的には、当該資格試験の内容を審査し、現行の規定による基本情報技術者試験の午前試験の内容の全部
又は一部と同等と認められるときは、当該民間資格試験が対象とする知識項目のうち、現行特例措置で定められ
た履修項目と重複する項目については、履修計画の提出及び修了試験の実施を要しないこととする。
　なお、民間資格試験の内容の審査にあたっては、当該試験の出題範囲、出題形式、試験問題の難易度や客観
性、出題数、試験実施方法の公正性などが審査項目として考えられる。

1182 11821020

現行特例
113２番「基
本情報技術
者試験の午
前試験免
除」の緩和
措置の拡充

　　現行特例１１３２番「修了者に対する基
本情報技術者試験の午前試験を免除する
講座開設事業」の制度を拡充し、国際イン
ターネット資格である「ＣＩＷファンデーショ
ン」の資格（ＣＩＷ資格）を取得することによ
り、独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）
が示す「情報処理技術者試験の特例につ
いて」の「制度の仕組み・手続きの流れ」の
別表２にある履修科目の講座履修に代え、
ＣＩＷ資格により既に習得されたと見なされ
る分野については講座履修と修了試験を
免除し、添付にある履修科目の講座だけを
受講し、当該講座に関する修了試験に合
格することにより、基本情報技術者試験の
午前試験を免除する。

プロソフトト
レーニング
ジャパン株
式会社

ＩＴ人材育
成およびＩＴ
産業活性
化特区

1130100
鉱業法第２１条、第
２４条

鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産
業局長に出願して、その許可を受けなければ
ならない（鉱業法第２１条）。
　鉱業権設定の出願があったときは、許可権
者である経済産業局長は、関係都道府県知事
に対して協議を行わなくてはならない（同法第
２４条）。
　当該協議においては、鉱業の実施による公
益上の支障の有無の判断に誤りなきを期する
ため、鉱業の実施が住民の保健衛生のほか、
公共の用に供する施設や文化財、公園、他産
業等に与える影響について協議を行っている
ところであり、関係都道府県知事から提出され
た意見は、経済産業局長が鉱業権の設定に
係る許可又は不許可の判断を行う上での重要
な判断材料となる

Ｃ －

  現在、鉱業法第２４条に基づく都道府県知事への協議は、経済産業局において行われている。　鉱業権設定の可否の判断をする際には、たとえ鉱業
出願区域が単一の市町村の行政区画に収まる場合であっても、鉱業の実施の影響が河川や大気等を通じて周辺市町村にも及ぶ可能性等を考慮する
ことが必要である。　したがって、広く遺漏無く公益調整を行うため、鉱業法第２４条に基づく協議においては、これら周辺市町村を含む広い行政区画内
において公益を調整しうる都道府県知事に対して引き続き協議を行うことが必要である。　なお、２４条協議を通じて関係市町村の意見が十分に汲み
上げられるよう、昭和４７年３月３１日付け資源エネルギー庁通達に基づき、国（経済産業局長）は都道府県知事に対して、出願の区域に係る市町村の
長の意見を徴する等により地元の意見を反映して回答す ることを要請しており、現行の２４条協議においても、関係市町村の意見は十分に反映されて
いるものと考えている。
■①の要望について
(1)鉱業の実施の影響が複数の都道府県や市町村の行政区画にまで及ぶケースもあるため、出願を受けた市町村単独で他の自治体の行政区画にお
ける公益を十分に考慮に入れ、鉱業権設定の可否を判断することは困難であると考えられる。
  ①一自治体が、他の自治体の行政区画内の施設、産業、自然環境等の状況に精通しているとは考えにくく、鉱業の実施に伴い  　他の自治体に影響
を与える事象について責任をもって遺漏無く公益調整を行うことは困難である。また、自治体間で意見の調整が必要な場合に、公平な判断手法をどの
ように担保するか、鉱業の実施を急ぐあまり、鉱業の実施が与える影響の審査を自らの自治体の範囲内のみで行うことも懸念され、広域の公益調整に
ついては、引き続き都道府県知事が行い、経済産業局長が関係都道府県知事と協議して、鉱業権の許可を行うことが適切かつ効率的である。
　②鉱業権の許可審査は、出願地の周辺状況や地質の状態等が千差万別であり、一律に評価基準を定めて、その基準に合致すれば許可不許可の
判断が出来るものではなく、鉱業法に精通していることに加えて、鉱物・地質に関する知識を有すること、鉱業権が土地に関係する権利であることから
製図・測量に関する知識を有すること、森林法等関係法令の規制について理解していること等、各々の知見を総合して、個別に対応 して行われるもの
である。また、鉱業権の許可は、将来的には、鉱物の掘採や選鉱製錬等の事業につながることから、事業の実施に係る施業案や鉱山保安に係る対応
を専門的知見を有する国において実施していることを踏まえれば、当該出願は経済産業局において一貫して対処することが適切か
つ効率的である。
(2)現在、全国８箇所の経済産業局及び内閣府沖縄総合事務局で受け付けている鉱業権設定出願について、従来は一つの窓口に出願手続きを行
うことで事足りていたものが、これを市町村毎に出願をしなければならない事態が生じ、鉱業権の出願をしようとしている国民・事業者にとって、著しく
不便となる。
(3)また、過去から経済産業局等において、鉱業権設定出願に係る重複鉱区の調整などを実施しているが、これを市町村において行うこととなれば、
専門職員を配置しなければならないなど、上述の対処とともに、各自治体の行政コストが著しく高くなるものと思われる。
■②③の要望について
(1)現行制度においても、市町村長の意見は、鉱業法第２４条協議の都道府県知事からの回答に反映されている。出願者に対して、新たに公聴会
や地元議会の同意を義務づけることは、現行制度においても実現できる効果と同等の効果を求める方法としては、２４条協議よりも過度に重い負担と
なるものである。
(2)また、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第２２条において「各大臣(内閣法(昭和２２年法律第５号)第３条第１項の規定により行
政事務を分担管理する各大臣をいう。以下同じ。)又は都道府県知事は、委員会（注：公害等調整委員会）に対し、一定の地域を鉱区禁止地域として
指定することを請求することができる。」とされており、同法第２３条により、公害等調整委員会は鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若し
くはその他産業と対比して適当でないと認められる地域について、鉱区禁止地域と指定することができる制度もある。市町村においても、都道府県
知事を経由することとなるものの、特定の地域について鉱業の実施を不可能ならしめる請求手段が制度的に整備されていることをかんがみると、公
聴会等の義務づけを出願者に課す必然性はない。

通達は、昭和４７年に発出された古
いものであり、その内容は、「経済産
業局長は、鉱業の実施が（イ）保健
衛生（ロ）公共の用に供する施設及
びこれに準ずる施設（ハ）文化財、
公園及び温泉資源（ニ）農業、林業
及びその他の産業（ホ）公共事業の
事項に与える影響について都道府
県知事と協議を行う」こととしてお
り、知事に対しては「市町村の長の
意見を徴する等により地元の意見を
反映して回答するよう要請する」も
のであるため、自然環境の保護とい
う観点が明示されていない。そのた
め、自然環境の保護を明示する必
要があるのではないか。あわせて、
現行制度では、都道府県知事の意
見に地元市町村・住民の意思反映
させることができる規定は前述の通
達のみであり、鉱山開発が地元の
地域の自然影響に与える影響の大
きさに比べ開発の是非に関する地
元市町村・住民の意思決定権限が
非常に弱いため、地元市町村・住民
の同意を義務付ける等の制度の創
設を検討すべきではないか。

Ｃ ー

(1)自然環境保護について
　　鉱業法第３５条において、鉱業出願地における鉱物の掘採が、「保健衛生上害が
あり、公共の用に供する施設若しくはこれに準ずる施設を破壊し、文化財、公園若し
くは温泉資源の保護に支障を生じ、若しくは農業、林業若しくはその他の産業の利
益を損じ、公共の福祉に反すると認めるとき」は出願を許可してはならないとされてお
り、自然環境に対してこれらの不許可要件に該当する影響がある場合については、
不許可と判断されるものである。
　　加えて、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第２３条に基づき国
立公園等が鉱区禁止地域に指定されている実態及び環境保護を目的とする他法令
により規制がなされている実態があり、鉱業法の許認可がこれらの他法令に基づく
規制に優先するものではなく、鉱業権者は鉱業法以外の他法令の規制をクリアーし
た上で鉱業を実施することが必要であることもかんがみれば、鉱業法第３５条はその
役割を十分に果たしていると考えている。

(2)市町村・住民の同意の義務付けについて
　　昭和４７年通達により、鉱業法第２４条に基づく協議への回答においては、都道
府県知事に対して、出願の区域に係る市町村長の意見を徴すること等により地元の
意見を反映して回答することを求めているところであり、現在に至るまで同通達は有
効に機能していると考えている。
　　本件は、地元住民の意見を鉱業権設定の審査要素として如何に反映するかの問
題であり、市町村長が地元公益の把握調整を十分に行うことで改善されるものと考
えており、鉱業出願者が自ら市町村及び地域住民の同意を求める必然性はない。
　  なお、鉱業法第２４条協議において、都道府県知事に対し、出願の区域に係る市
町村長の意見を徴すること等により地元の意見を反映して回答することを求めている
ことについて周知を図るとともに、同通達の発出から相当の期間が経過していること
から、再度徹底を図るための通達を経済産業局長に発出することとし、併せて都道
府県の鉱業法担当課に対しても、その旨の情報提供を行い、必要に応じて適正な手
続を整備する際には積極的に協力する。

法の規定では、許可をすべ
き経済産業局長に対して
は、都道府県知事が協議に
よって意見を述べる機会が
あるのみであり、地元住民
の意見が最も反映される市
町村長の意見照会の手続
きは規定されておらず、通
達において規定されている
のみである。その通達の内
容も、協議の対象として挙
げられている保健衛生等の
内容について、直接地域が
鉱害を受ける場合を想定し
ており、より広範な環境保全
を目的としてはいないと考え
られる。地元の住民の意見
をより反映させ、環境保全
の観点からも市町村長が意
見を延べられることを明確
にすることを検討されたい。

（1） 自然環境保護について
再検討要請に対する回答では、鉱業法第35条の規定などにより、
自然環境の保護にも配慮されるので、昭和47年3月31日付けの資
源エネルギー庁通達に「自然保護」の事項を新たに明示する必要
はないとされております。
今回の特区提案の趣旨は、国立公園や温泉保養地など観光産業
と一体となった地域の自然環境保護ではなく、都市周辺に残され
各種開発事業による破壊がまだ及んでいない里山の自然環境と
開発との共生です。各種の開発圧力にさらされている、人の生活
圏に近い里山の自然保護こそ急務の課題です。絶滅の恐れのあ
る動植物の種のうち半分近くが里地・里山地域に生息している種
であると聞きます。地球温暖化防止と並んで生物多様性の確保が
国家戦略ともなっている今日的状況を踏まえ、鉱業法関連法令等
の中にも、許可に当たって協議すべき項目として「自然保護」の事
項をぜひ明示していただきたいと思います。

（2） 市町村・住民の同意の義務付けについて
回答では、現行制度で地元意見は反映されるとしております。法
制度的な仕組みではその通りに行くはずですが、各地で鉱業開発
と自然環境の保護を巡る反対運動がいくつも起きている現状は、
行政内部の意見照会や協議のやり取りだけでは限界があるという
ことを示しています。やはり、市町村・住民の同意を義務づける制
度が必要です。また、鉱業出願者自らが住民同意を求める必然性
はないとされていますが、出願者自らでなくとも、例えば知事が市
町村・住民同意を求めるなど、鉱業法において市町村・住民同意
を義務付ける制度創設が必要であると思いますのでぜひご検討く
ださい。

Ｃ
（B-2：
一部、
通達
による
再度
の周
知徹
底）

Ⅳ

（１）自然環境保護について
　従前より回答しているとおり、鉱業法の許認可は、鉱業以外の
他法令（自然保護に係る法令等も含む）に基づく規制に優先され
るものではない。特に、鉱業に関しては「鉱業等に係る土地利用
の調整手続きに関する法律」による鉱区禁止区域の指定制度が
設けられており、その他、自然環境保護の観点から、「自然公園
法」や「自然環境保全法」による鉱物の採掘等の開発を制限する
制度も設けられている。このことから、自然保護に関して、鉱業の
実施に限定した鉱業法改正の対応は必要ないものと判断してい
る。　・・・・・　（Ｃ）
（２）市町村・住民の同意の義務づけについて
　鉱業権の設定にあたっては、単一の市町村の行政区画に収ま
る場合であっても、鉱業の実施の影響が河川等を通じて周辺市
町村に及ぶ可能性もあることから、広く遺漏なく公益調整を行う
ため、鉱業法第２４条に基づき都道府県知事への協議を行うこと
としている。従前より回答しているとおり、この協議にあたって
は、通達により、都道府県知事に対して、出願の区域に係る市町
村の長の意見を徴する等により地元の意見を反映して回答する
よう要請しているところであり、現在に至るまで同通達は有効に
機能していると考えている。よって、環境保全についての市町村
の意見を述べることは、現制度において排除していない。　・・・・・
（Ｃ）
　この通達は、引き続き有効であるが、この通達の内容につい
て、再度、徹底を図るための通達を発することとする。この再度
の通達においては、「地元の住民の意見を踏まえて、環境保全
の観点から市町村長が意見を述べることは現行制度においても
可能としている」ことについて周知する方向で検討する。　・・・・・
（B-2）

1099 10991010

鉱業権設定
に係る地元
市町村の意
向確認とし
て事前協議
制度を導入
する。また、
大都市域
（政令指定
都市を抱え
る都市計画
区域内）に
おける許認
可手続き
に、事前協
議の内容を
住民に説明
する公聴会
の開催を制
度化すると
ともに、地
元議会の同
意を鉱業権
設定の必要
条件とする
特例

①鉱業法第21条（設定の出願）における出
願先を経済産業局長から地元市町村長へ
変更する。
②鉱業法第24条（都道府県知事との協議）
を変更し、地元市町村長と出願者での事前
協議を義務付け、同意が得られることを許
可要件として明記する。
③新たに、指定都市（地方自治法第252条
の19）を含む都市計画区域（都市計画法第
5条）においては、事前協議内容に関する
公聴会の開催を義務づけるとともに、公聴
会を経たうえで地元議会が事前協議内容
に同意することを鉱業権設定の許可要件と
して鉱業法に明記する。

任意団体

大都市域
における鉱
山開発と緑
のまちづく
りとの共生
構想

1130110
ガス事業法第３８条
ガス事業法施行規
則第４条

一般ガス事業者の供給区域内においても、生
産行程、資本関係、人的関係等の密接な関係
を有する場合には特定供給としてガス供給を
行うことが可能である。

Ｃ －

　ガス事業法上、生産工程、資本関係、人的関係等の密接な関係を有している場合には特定供給として扱うことと
している。本提案については、地方公共団体・ガス供給者（私企業）・一般家庭間において行われるものであり、こ
れらの者の間の関係が同一企業グループとみなすことは難しいと考える。
　また、モデル事業として実施されるものであり、これらの者の関係が長期間にわたり継続されるか否かについても
判断しかねるものである。
　以上のような観点から、本件を特定供給と認めることは難しいと考える。

　なお、ガス事業法ではガス供給を反復・継続的に実施する“事業行為”に対して諸規制が課されるものであるが、
試験的に又は一時的にガスを供給する場合には、ガス事業法の対象外である。

本提案の趣旨は、燃料電池システ
ムについては、設置場所提供者の
同意・協力の下に、県が設置し運転
管理し、水素ガスは県が一括して
ソーダ工場や石油精製工場から供
給され、又、地方公共団体と供給者
との間には工業用水の供給等の取
引が存在することから、全国展開さ
れた電気事業法の特例と同様に、
同一企業グループとみなしうる関係
を有し、その関係が今後も長期間に
わたって継続することが見込まれ
る、というものであることから、この
点を踏まえ再検討し、回答された
い。

　本提案内容（「水素タウンモデル事業」）におけるガス供給は、ガス供
給者（私企業）と需要家（地方公共団体）の２者間でのみ行うものであ
る。具体的には、県（又は市）が一般家庭敷地内に設置場所を無償で
借り、燃料電池を設置して、ガス供給者（私企業）から県（又は市）が
水素ガスの供給を受け、県（又は市）が設置した燃料電池から発生し
た電気及び熱（温水）を一般家庭に無償で提供するものであり、一般
家庭は単に消費モニターとして参加していただくものである。従って、
ガス供給は、周南コンビナート地域内の私企業と県（又は市）との２者
間の関係のみであり、その関係は、特区における実施を経て本年４月
に全国展開された電気事業法の「資本関係等によらない電力の特定
供給事業」と同様に、周南コンビナート地域においては、同一企業グ
ループの関係にあると考えられるため、密接な関係として認めて頂く
特例措置をお願いしたい。
　なお、「水素タウンモデル事業」は、モデル的に実施することを計画し
ているものであるが、燃料電池耐久性等を評価する際には複数年に
わたり事業を継続することになる。当該モデル事業は、その事業内容
から判断して「試験的に又は一時的にガスを供給する場合」に該当
し、ガス事業法の対象外として取り扱われる事業であるのか、お伺い
します。
　また、ガス事業法の対象外として取り扱う場合は、当該モデル事業
参加事業者間により、公共の安全性等を確保しながら事業を実施して
いくことで支障がないものと解してよろしいか、併せてお伺いします。

Ｄ－１ －

　今回の提案書を見るかぎり、実証実験期間が予め設定され、その
間の費用については各家庭に負担させることなく山口県又は周南市
が負担を行うこととなっていることから、長期的にかかる供給形態が
永続するとは考えづらく、この点から、長期的・永続的な関係というよ
りは、「一時的又は試験的な供給形態」と理解することが妥当と思わ
れる。
　特定供給の基本的な考え方は、自家消費に類似した性格を有する
供給と認められる場合について、特別な供給条件を認めるものであ
るが、この特定供給の過度な拡大解釈は、公益的事業として、ガスの
使用者の利益の保護（供給義務に基づく安定供給の確保や料金面
での規制をはじめとした適切な供給条件の確保）をはじめとした様々
な規定を設けているガス事業法体系そのものを形骸化させるおそれ
があることから、特定供給の適用については、供給する側、供給され
る側の関係を十分に踏まえた上で検討すべきものである。
　今回、山口県又は周南市が実施するとして提案のあった件につい
ては、一般の個別家庭の敷地内に設置された燃料電池に対して水素
ガスが供給されるなど一般家庭を巻き込んだ提案となっており、その
提案内容については、山口県港湾部局や企業局（工業用水）、周南
市（下水浄化センター）が周南コンビナート内において展開している事
業とは、その実施場所（需要場所）の観点からも、その内容（実証試
験内容）の観点からも連関性が乏しく、また、コンビナート内の企業
（山口県港湾部局や企業局（工業用水）、周南市（下水浄化センター）
を含む）間の関係に閉じた提案にもなっていない。この点において、
電気事業で認められている「資本関係等によらない密接な関係によ
る特定供給」のスキームとは異なるものと考える。よって、これらの連
関性が乏しい事業について、「同一企業グループとみなし」ての特定
供給と解することは難しいと考える。

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

　本提案の事業（「水素タウンモデル事業」）は水素エネルギー社
会をモデル的に実現することを目的としていることから、ケースに
よっては、燃料電池の耐久性等を評価する際は、（例えば４～５年
の）複数年にわたり事業を継続することとなる。事業年数如何に関
わらず、当該モデル事業の内容は、「試験的又は一時的なガスの
供給形態」に該当し、ガス事業法の対象外として取り扱われる内
容であり、当該モデル事業参加事業者が、公共の安全性等を確保
しながら事業を実施していくことで支障がないものと解してよろしい
か、お伺いします。

　なお、今回提案の事業ではないが、本県が策定している「水素フ
ロンティア山口推進構想」（当初提案添付資料⑥参照）において、
定置用燃料電池の普及に向け、安定的な水素製造・供給体制の
確立を目指す一方策として、水素ガスのコンビナート企業間での
相互融通を掲げている。そのため、電気事業法で認められている
「資本関係等によらない密接な関係による特定供給」については、
継続して検討していただきますようお願いします。

Ｄ－１ －

　本件については、期間が限定された実証実験であり、長期的・
永続的な関係というよりは、「一時的又は試験的な供給形態」と
理解することが妥当と思われる。
　なお、事業性の有無については、総合的な判断を要することか
ら、提案書の内容から大幅な変更が生じる際には、お問い合わ
せ頂きたい。

1039 10391010

資本関係等
によらない
密接な関係
によるガス
の特定供給
事業

　地方公共団体が次の１．の関係に該当す
るガスの供給者と需要家について、需要家
保護措置を要しないものであることを確保
するため、供給者と需要家との三者間にお
いて次の２．に掲げる内容を盛り込んだ協
定を締結することとし、締結しようとする当
該協定の内容を構造改革特別区域計画に
記載し、内閣総理大臣の認定を受けたとき
は、当該協定を締結した供給者は、供給者
と需要家との間における生産工程、資本関
係、人的関係等に関わらず、ガス事業法第
３８条第１項において準用する同法第３７条
の７の４に規定する特定供給の届出ができ
るものとする。
１．供給者と需要家との関係
　取引等を通じて実態として同一企業グ
ループとみなしうる関係を有し、その関係が
今後も長期間にわたり継続することが見込
まれること。
２．協定に盛り込むべき内容
　（１）ガス供給予定者がガスの供給を開始
しようとする際、ガス料金、配管等のガス供
給設備工事の負担等において、特定者に
対して不当な差別的取扱いをするものでな
いこと。
　（２）供給予定者がガスを供給する相手方
の利益を阻害しないこと。

山口県、山
口県周南
市

環境対応
型コンビ
ナート特区

1130120

電気事業法第４３
条第１項

電気事業法施行規
則第５２条第１項・
第２項、第５２条の
２、第５３条第１項・
第２項

主任技術者制度の
解釈及び運用（内
規）１．・３．

・自家用電気工作物の設置者は、工事、維持及び
運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任
技術者を選任しなければならない。

・電気主任技術者は、選任する事業場に常時勤務
する者であって、所定の電気主任技術者免状を有
するものから選任する。ここでいう常時勤務とは、
いわゆる一般的な通常勤務を指すものであり、夜
間、休日等においても主任技術者自らが勤務する
ことを必ずしも求めるものではない。

・ただし、一定の要件（※）を満たす自家用電気工
作物設置者であって、保安管理業務を電気事業法
施行規則第５２条の２に規定する要件を満たす者
（電気管理技術者又は電気保安法人）に委託し、
同規則第５３条第２項を満たすとして経済産業大臣
の承認を受けたものについては、電気主任技術者
を選任しないことができる。なお、この場合、電気
管理技術者又は電気保安法人は、事業場に常時
勤務する必要はない。
※一定の要件
・出力1,000kW未満の発電所（原子力発電所を除
く）
・7,000V以下で受電する需要設備（その規模につ
いて制限はない）
・600V以下の配電線路

D-1 - 制度の現状で述べているとおり、現行の規定により対応可能。 1048 10481010

電気設備メ
ンテナンス
業務に関す
る主任技術
者常駐要件
の緩和

自家用工作物の維持及び運用に関する保
守点検業務は、常駐する自社電気主任技
術者か電気保安協会からの委託主任技術
者によって行うことになっている。相当規模
の設備では連続運用の為の設備保全員が
常駐するのが常であり、設備の保守点検を
月２回、受変電設備点検として年１回、定
期的に又確実に行えば分担して所期の目
的を達成できる。

　　　（別紙１参照）

イガラシ電
気工事株
式会社

自家用電
気設備保
守管理規
制緩和プロ
ジェクト
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 11 経済産業省（特区）

管理コー
ド

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
プロジェ
クト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事
項（事項名）

規制の特例事項の内容 提案主体名
プロジェク
トの名称

1130130

電気事業法第４３
条第１項

電気事業法施行規
則第５２条第２項、
第５２条の２、第５３
条第１項・第２項

主任技術者制度の
解釈及び運用（内
規）３．

・自家用電気工作物であって、出力1,000kW未満の
発電所（原子力発電所を除く）、7,000V以下で受電
する需要設備又は600V以下の配電線路を管理す
る事業場について、電気事業法施行規則第５２条
第２項に基づき保安管理業務を委託する場合、委
託契約を締結する者は、同規則第５２条の２に規
定する要件を満たす者である必要があるが、当該
要件において特に業種の指定をしていないため、
保安管理業務の適確な遂行に支障が生じない体
制が構築されていれば、電気工事業者が保安管理
業務に参入することも可能である。

D-1 - 制度の現状で述べているとおり、現行の規定により対応可能。 1048 10481020

自家用工作
物の保守点
検業務にお
ける規制要
件の緩和

電気主任技術者の居る電気工事業者に
よって工事作業と共に、電気設備の保守点
検業務に直接担当出来れば設備を安全な
状態に保全出来ると共に、より広い視野か
らより有効な設備改善提案を実現出来る。

　　　（別紙１参照）

イガラシ電
気工事株
式会社

自家用電
気設備保
守管理規
制緩和プロ
ジェクト

1130140
火薬類取締法
第２３条第１項及び
第２項

火薬類取締法（以下「火取法」という。）第２３
条第１項では１８歳未満の者は火薬類の取扱
いをしてはならないと規定しているが、火取法
施行規則第８４条第８号で銃砲刀剣類所持等
取締法（以下「銃刀法」という。）第６条第１項
の許可を受けた者が国際競技に用いる火薬
類を取扱う場合はこの年齢制限の適用除外と
している。

Ｃ －

火薬類取締法では、火薬類の取扱いは非常に危険を伴い、その取扱いを誤ると当事者のみならず、他の第三者に
も重大な被害を及ぼすおそれがあるため、１８歳未満の者が火薬類を取り扱うことを原則として禁止している。１８歳
以上としていることに関しては、その危険性にかんがみれば、例えば労働基準法第６２条において、使用者は満１８
歳に満たない者を爆発性の原料等を扱う業務に就かせてはならないとする規定があるように、火薬類取締法第２３
条の年齢制限は合理的である。
当該要望に関しては、（財）日本体育協会の推薦を受けた者であることを条件に許可することを求められているが、
これをもって１８歳未満の者が火薬類を取り扱うことに関して安全性を確保できるものではなく、年齢規制の緩和を
認めることはできない。

使用場所をクレー射撃場内に限定
し、使用時は猟銃及び火薬に関す
る高度の知識を有する指導員によ
る指導の下に行い、実弾については
クレー射撃場備え付けのものを使用
する場合に、１５歳以上１８歳未満の
者が火薬を用いた実弾を使用する
ことが可能かどうか回答されたい。

規制の特例事項名である「火薬類取締法第２３条第１項及び第２項」
中、「及び第２項」を削除する。当提案は、スポーツ競技としての観点
から、クレー射撃競技に不可欠な瞬発力・反射神経・判断力等を早期
に習得できる環境を確立し、将来オリンピックに出場できるような選手
を育成するため、年齢制限の緩和により、日本体育協会の加盟地方
団体から推薦された１５歳以上の若者が猟銃等講習会と岡山県クレー
射撃場内に限り射撃教習講習が受講できるものとする。なお、銃の所
持の許可については、本法の規定による可能年齢を満たしてから受
けるものである。射撃教習講習では射撃場に備え付け銃、または貸し
付け銃を使用するため、銃及び火薬の取扱いについては不正使用や
不法所持等が発生するものではない。射撃場は、日本クレー射撃協
会のアジア大会クラスの公認基準を満たす射撃場として平成１６年３
月完成し、実包保管庫を備え、環境面(鉛対策)・安全面等を考慮され
た施設である。この施設内で、NPO法人岡山県クレー射撃協会の熟
練会員による銃及び火薬の取扱いの指導にあたる。

Ｃ －

再検討要請にあるとおり、使用場所、使用する実弾を限定し、指導員
による指導の下で行うとしても、完全に事故が起きないという保証は
ない。事故が起きた場合にはその責任を十分に果たすことが求めら
れるため、その取扱いは社会的責任を負える年齢として広く認められ
ている１８歳以上とすることが妥当であり、年齢制限を引き下げること
はできない。

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

わが国の法律では１８歳未満を児童として定義されているためか、
１８歳という年齢を制限の基準としている。しかし、１５歳という年齢
は義務教育で学力・知識を習得しており、体格・体力は１５歳と１８
歳の差異がない（文部科学省による平成１５年度体力・運動能力
調査結果を参考）。また、民法においては満１５歳以上の者は一般
に自分の行為の結果を認識・判断できるという意思能力を有する
ものとして取り扱われている。よって、年齢の規制緩和としての１５
歳は適当な年齢であると考える。まず、本法で定められた銃及び
火薬の取扱いの法令講習については、年齢による特段の待遇をさ
れるものではない。次に、現行の射撃練習では第三者に危害が及
ぶおそれがあるのであれば、限られた範囲でしか動かない、たとえ
ば固定された銃の状態で行うものとし、高度の知識を有する指導
者がマンツーマンでこれに当たるものとする。以上、当提案は年齢
の規制緩和により岡山県クレー射撃場内に限り、限られた若者が
クレー射撃競技を早期習得できる環境の確立を図りたい。

Ｃ －

提案主体からの再意見にあるような、学力、知識、体力、体格に
関して、１５歳と１８歳との間で差異があるかどうかは問題ではな
く、事故が起きた場合にその責任を十分に果たすことができるか
が問題であり、社会的責任を負える年齢として広く認められてい
る１８歳以上とすることが妥当であり、年齢制限を引き下げること
はできない。なお、銃を限られた範囲でしか動かせないような措
置を施したとしても、事故の可能性がなくなるものではない。

1056 10561010

・銃砲刀剣
類所持等取
締法
　第５条の２
第２項第１
号
・火薬類取
締法
　第２３条第
１項及び第
２項

「１８歳」を「１５歳」に緩和する。
岡山県岡
山市

クレー射撃
競技国際
大会強化
選手育成
構想

1130150

電気事業法第３条
電気事業法第１６
条の２
電気事業法施行規
則第２条２の２項

電気事業を営もうとする者は、許可もしくは届
出が必要。

D-1 -

ＥＳＣＯ事業者が電力供給を行う際、電気を供給する先の需要家との電気のやりとりが電気事業法施行規則で定
められている「一の需要場所」内で行われているのであれば、電気事業法の規制対象外にあたり、電気事業者とし
ての許可や届出は必要ありません。「一の需要場所」内の電気のやりとりに該当しなければ、特定電気事業者の申
請をし、許可を得る、もしくは特定規模電気事業者の届出がなされれば電力供給は可能となります。一方、ＥＳＣＯ
事業者がガス供給を行う場合ですが、ガスを熱・電力に転換しこれを他の需要家　に供給することについては、ガス
事業法上、特段の制限はありません。

1095 10951010
エネルギー
とサービス
の一括調達

電力、ガスなどのエネルギー調達とESCO
サービスの調達を一括して、新たな役務調
達する制度を提案する。場合によっては水
の調達も含み、一括調達する方法も有効と
考えられる。

ESCO推進
協議会

国の施設
における
ESCO事業
調達の規
制緩和に
関する提
案

1130160

電気事業法第３条
電気事業法第５条
第１～４項、第６．７
項

特定電気事業を営もうとする者は許可が必
要。

D-1 -
地方公共団体が特定電気事業を営もうとするときは、特定電気事業の許可を得れば、電気事業を行うことは可能
です。

1181 11811010

電気事業法
第３条（事
業の許可）
の特例によ
る地方公共
団体直営事
業による地
域活性化構
想

地方公共団体が電気事業法第３条の規定
の特例により、事業許可を受け配電事業が
実施できる特例

鹿児島県
上屋久町

地方公共
団体直営
電気供給
事業構想

1130170

電気事業法第３条
第１項
電気事業法第１７
条第１項
電気事業法第２１
条第１項
電気事業法に基づ
く経済産業大臣の
処分に係る審査基
準等
第１．１（１０）

一般電気事業者は、特定規模需要以外の需
要に応じ、電気を供給する際は、原則供給約
款の条件で供給しなければならない。

D-1 -

電力会社は一般の需要に応じ、電気の供給義務があること、電力会社が独占的地位を利用して恣意的に定めた
り、各需要家間の取扱いが不公平にならないよう、供給約款に決められた条件で電気を供給することが必要です。
しかし、電力会社から自治体が電力の購入をする場合、
①自治体の施設が電力小売自由化の範囲（契約電力原則50kw以上）であれば、電力会社との相対契約で自由に
諸条件を決めることができます。
②自治体が自由化の範囲外（契約電力原則50kw以下）であれば、電力会社が電気事業法第２１条第１項ただし書
きに基づき申請し、約款による供給が難しい特別な事情がある場合に認可されることになります。また、自治体が
発電した余剰電力の電力会社への売却単価の設定については法的な制約が無く、当該自治体と電力会社との協
議により決定できます。
③なお、発電事業者と自治体の施設が同一主体であれば、何ら許可を得ずともは自家発自家消費として供給は可
能です。
④また、発電事業者と自治体の施設との間で密接な関係がある場合には、特定供給の申請をし、許可を得て電気
の供給を行うことは可能です。

1309 13091010

自治体主導
のエネル
ギーマネジ
メントシステ
ム

・電力、ガスの契約は同一敷地内一契約の
原則。・自治体の清掃工場や下水処理場
における発電施設の発電電力は一旦電力
会社が安く買い取り、高い値で公共施設に
販売されている。（規制の緩和）

特定非営
利活動法
人　地球環
境融合セン
ター

街ごと省エ
ネプロジェ
クト(グリー
ンリサイク
リングシス
テム）

1130180
特許法第１０７条、
第１０８条、第１０９
条

特許に関する料金については、特許法第１９５
条において特許出願、出願審査の請求等を行
う者の納付しなければならない手数料、また特
許法第１０７条において特許権の設定の登録
を受ける者又は特許権者の納付しなければな
らない特許料について規定している。
また、これらの料金については、資力に乏しい
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学の
研究者等を対象に減免・猶予措置を講じてい
るところ。

Ｃ ー

平成１５年の通常国会において、特許法を改正し、特許関係料金について、出願料と特許料の引き下げ及び審査
請求料の引き上げを行うなど、出願から権利維持までの出願１件当たりの総費用を引き下げる改定を行ったところ
（平成１６年４月施行）。
さらに、資力に乏しい法人に対する減免措置の要件について、「設立５年以内」を「設立１０年以内」まで緩和すると
ともに、研究開発型中小企業に対する減免措置について、従来の対象に加え、中小企業支援法の認定事業等に
関連した出願を行う者についても対象とし、また、本年４月にもその対象者の拡大を図ったところ。
このような中、現在の特許料の猶予は、特許料納付すら困難である資力に乏しい法人に対する特例措置として定
められているものであり、特定地域のみの法人の特許料の納付期間を猶予することは適切ではない。

伝統工芸など、地域産業の維持・発
展のため、知的財産権の取得が特
に必要とされている地域において、
資力に乏しい法人や研究開発中小
企業に限定せず、地域全体としての
特例措置を創設できないか検討し、
回答されたい。

Ｃ －

　平成１５年の通常国会において、特許法を改正し、特許関係料金に
ついて、出願料及び特許料を引き下げ、審査請求料を引き上げを行
うなど、出願から権利維持までの出願１件当たりの総費用を引き下げ
る改定を行ったところ（平成１６年４月施行）。
　具体的な特許料の改正内容は以下のとおり。
・第１年から第３年まで　毎年
　改正前　13,000円に１請求項につき1,100円
　改正後　  2,600円に１請求項につき  200円
・第４年から第６年まで　毎年
　改正前　20,300円に１請求項につき1,600円
　改正後　  8,100円に１請求項につき  600円
・第７年から第９年まで　毎年
　改正前　40,600円に１請求項につき3,200円
　改正後　24,300円に１請求項につき1,900円
　平均的な特許出願（請求項数7.6項、特許維持期間９年）で比較す
ると、従来の約３５．６万円から約１６．７万円へと半分以下に引き下
げ、また、当初の第１年から第３年分においては約６．４万円から約
１．２万円と５分の１以下に引き下げたところ。
　特許料は、特許権の存続期間の第１年から３年ごと（１０年以降は
同一料金）で定められており、長期間にわたり権利を維持する場合
は、それに見合った高い経済価値を有していると考えられ、権利化当
初は低く抑え、その後は累進構造となっている。
　現在の特許料の猶予は、このように引き下げられた特許料の第１年
から第３年分の納付すら困難である資力に乏しい法人に対する特例
措置として定められているものであり、特定地域の特定の産業である
法人のみの特許料の納付期間を猶予することは適切ではない。

1021 10211010
知的創造活
動の促進

登録後、ロイヤリティ発生までの一定期間
を「仮特許期間」として、特許料支払いに猶
予期間を設け、特許料を後払いできるよう
制度の改正を行う。

和歌山県
上富田町

知的創造
活動促進
構想
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 11 経済産業省（特区）

管理コー
ド

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
プロジェ
クト管理
番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特例事
項（事項名）

規制の特例事項の内容 提案主体名
プロジェク
トの名称

1130190

（１）特許法第１０７
条、第１０９条、第１
９５条及び第１９５
条の２、産業技術
力強化法第１７条

（２）特許法第３０条

（１）特許料・審査請求料の軽減
特許に関する料金については、特許法第１９５
条において特許出願、出願審査の請求等を行
う者の納付しなければならない手数料、特許
法第１０７条において特許権の設定の登録を
受ける者又は特許権者の納付しなければなら
ない特許料について規定している。
また、これらの料金については、資力に乏しい
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学の
研究者等を対象に減免措置を講じているとこ
ろ。

（２）特許を受ける権利を有する者が刊行物に
発表等した後、６月以内に特許出願を行い、
所定の手続きをすれば、その刊行物発表等に
より新規性、進歩性を喪失しなかったものとみ
なされる。

（１）Ｃ

（２）Ｃ
ー

（１）特許料・審査請求料の軽減
平成１５年の通常国会において、特許法を改正し、特許関係料金について、出願料及び特許料を引き下げ、審査
請求料を引き上げを行うなど、出願から権利維持までの出願１件当たりの総費用を引き下げる改定を行ったところ
（平成１６年４月施行）。
また、資力に乏しい法人に対する減免措置の要件について、「設立５年以内」を「設立１０年以内」まで緩和するとと
もに、研究開発型中小企業に対する減免措置について、従来の対象に加え、中小企業支援法の認定事業等に関
連した出願を行う者についても対象とし、また、本年４月にもその対象者の拡大を図ったところ。
このような中、特定地区のみの企業の審査請求料及び特許料を減免することは、特許関係手数料の根底である受
益者負担、また、特許特別会計の収支相償の観点からも適切でない。

（２）本制度の利用にあたっては、本人の出願より前に他人の出願があった場合には、その他人の出願が本人の発
表より後であったとしても、本人も特許を取得できない点や、我が国と同様の例外規定が存在しない欧州特許庁等
へ出願した場合には、特許を取得できない（無効理由）こととなる点などに留意が必要である。このように、我が国
の先願主義制度のもとで、また国際的な制度調和が図られていない現実においては、我が国産業の国際競争力を
高めていくためには、できる限り早期の出願日を確保しておくことが肝要である。このような現状において、我が国
においてさらなる猶予期間の延長を行うことは、我が国で生み出された発明が十分な保護を受けられない結果を招
く可能性を増大させることになり、それを防止し得る代替措置も存在しない。したがって本規定の見直しについて
は、知的財産戦略本部においてとりまとめられた「知的財産推進計画２００５」（２００５年６月１０日本部決定）に基づ
き、「・・グレースピリオドの統一を含めた特許制度の国際的調和のための議論を促進する」こととしている。加えて、
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループの報告書「補
正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」(２００４年１０月、特許庁ホームページにて公表）においても、
国際的調和については、実体特許法条約（ＳＰＬＴ）等の今後の議論の進捗状況も踏まえつつ検討を行うべきである
旨の報告がなされている（第２５頁参照）。また、我が国全体に効力を有する排他的独占権という特許権そのものが
有する性格からして、一部地域の出願人のみが優遇されて特許権が付与される手続を導入することは適当でない。
なお、特許出願のための時間が十分にとれないとの指摘については、大半の出願人がそうしているように弁理士制度
の有効活用を図ることで対応が可能と考えている。

1049 10491030
法規制の緩
和

（１）特許料・特許申請請求料の軽減
（２）特許出願猶予期間の延長
（３）外国人IT技術者の在留資格要件緩和

東京都、神
奈川県、川
崎市

東京湾岸
地域にお
ける経済特
区の設置

1130200
特許法第1９５条第
２項

出願審査請求手数の納付は、審査請求手続
の一環であり規定の手数料の納付がなされて
当該手続が完了し、当該特許出願の審査を行
うこととなる。

Ｃ ー

平成１６年４月より、特許関係料金の改正を行い、資力に乏しい法人に対する減免措置の要件について、「設立５
年以内」を「設立１０年以内」まで緩和するとともに、研究開発型中小企業に対する減免措置について、従来の対象
に加え、中小企業支援法の認定事業等に関連した出願を行う者についても対象とし、また、本年４月にもその対象
者の拡大を図ったところ。
このような中、特定地区のみの企業の審査請求料の分割納付を可能とすることは、査定前に拒絶理由の通知等に
より当該特許出願の権利取得自体をあきらめた場合、残余の手数料の納付がなされないことも想定されることか
ら、特許関係手数料の根底である受益者負担、また、特許特別会計の収支相償の観点からも適切でない。

右の提案主体の意見を踏まえ、回
答されたい。

 　横浜市内には、京浜臨海部をはじめとして我が国のモノづくりを支
えてきた高い技術力を持つ中小製造業が集積しているが、これら企業
における知的財産権の取得・活用を促進することは経済活性化の上
で重要な課題となっている。現在、市内製造業における特許取得・出
願事業所数は9.2％に止まっているが、申請等に要する経費負担が重
く、中小企業にとって特許等取得の阻害要因になっているとの実態が
見られる。このため、取得促進のためには負担感の軽減が不可欠で
ある。
　本提案は、知的財産権取得に係る費用負担そのものの軽減を求め
るものではなく、出願手数料の分割納付を可能とすることで負担感を
軽減することにより、取得を促進することをねらいとしており、受益者負
担の観点を逸脱するものではない。

Ｃ －

　平成１６年４月より、特許関係料金の改正を行い、資力に乏しい法
人に対する減免措置の要件について、「設立５年以内」を「設立１０年
以内」まで緩和するとともに、研究開発型中小企業に対する減免措置
について、従来の対象に加え、中小企業支援法の認定事業等に関
連した出願を行う者についても対象とし、また、本年４月にもその対象
者の拡大を図り、いわゆる新連携計画の認定を受けた中小企業も対
象としたところ。
　また、審査請求手数料の完納がなされずに拒絶理由の通知等によ
り当該特許出願の権利取得自体をあきらめた場合、残余の手数料の
納付がなされないことも想定される。
　　このような中、特定地区のみその対象とした企業の審査請求料の
分割納付を可能とすることは、特許関係手数料の根底である受益者
負担の公平性の原則、また、特許特別会計の収支相償の観点からも
適切でない。
　さらに、仮に当該制度を導入した場合、分割納付を管理するための
人的・システム的な対応等の費用が必要となるが、この費用を当該
制度を利用できない地区の者に負担させることは、受益者負担の公
平性の観点から適切ではない。

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

　本提案は、出願手数料の分割納付を可能にすることで、利用者
に納付方法の選択肢が広がり、知的財産権の取得を促進すること
を狙っている。よって、受益者負担の観点を逸脱するものではな
く、分納による事務的費用負担を特区外の者に負担させることを
求めているものでもない。
　特許出願の権利取得自体をあきらめた場合、残余の手数料の納
付がなされないことを想定して分割納付を不可能とする前に、利用
者の利便性向上という視点で再度本提案を検討していただきた
い。
　「知的財産推進計画２００５」（２００５年６月１０日知的財産戦略本
部）では、出願料等の手数料のインターネットを通じた納付、銀行
口座からの自動引落とし、クレジットカード等による決済方法の検
討が明記されている。貴省においてこれら利用者の利便性向上に
つながる検討を進めているのであれば、合わせて、分割納付を可
能とすることも検討していただきたい。

Ｃ －

　特許庁としては、関係省庁とも連携して料金納付における出願
（申請）人の利便性向上に努力しているところ。具体的には、平
成１７年１０月からインターネットを通じた出願（申請）の受付の開
始を予定しており、当該手続においてインターネット・バンキング
等を利用した手数料納付「電子納付」を実現する予定としてい
る。また、今後とも、政府全体の料金納付システムとの連携を図
り、インターネット・バンキング等を利用した予納を含め、料金納
付における出願人の一層の利便性向上のための措置を検討す
ることとしている。
  しかし、出願手数料については、今般の料金改正により引き下
げたものであるが、出願手数料や審査請求料が、事務処理や審
査などの行政サービスに対する対価として徴収する手数料であ
るという点もかんがみ、分割納付の導入は適切ではないと考え
ている。

1157 11571010

特許申請に
かかる手数
料等の納付
手続きの弾
力化

 特許法等関係手数料令に規定される出願
審査請求手数料を査定までの期間で分割
して納付することができる。

神奈川県
横浜市

横浜知財
ビジネス促
進特区

1130210

特許法第１０９条及
び第1９５条の２、特
許法施行令第１４
条、特許法等関係
手数料令第１条の
２

特許に関する料金については、特許法第１９５
条において特許出願、出願審査の請求等を行
う者の納付しなければならない手数料、また特
許法第１０７条において特許権の設定の登録
を受ける者又は特許権者の納付しなければな
らない特許料について規定している。
また、これらの料金については、資力に乏しい
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学の
研究者等を対象に減免措置を講じているとこ
ろ。

Ｃ ー

平成１５年の通常国会において、特許法を改正し、特許関係料金について、出願料及び特許料を引き下げ、審査
請求料を引き上げを行うなど、出願から権利維持までの出願１件当たりの総費用を引き下げる改定を行ったところ
（平成１６年４月施行）。
また、資力に乏しい法人に対する減免措置の要件について、「設立５年以内」を「設立１０年以内」まで緩和するとと
もに、研究開発型中小企業に対する減免措置について、従来の対象に加え、中小企業支援法の認定事業等に関
連した出願を行う者についても対象とし、また、本年４月にもその対象者の拡大を図ったところ。
現在の資力に乏しい法人に対する減免措置は、設立後間もないために資金基盤が弱い法人に対する特例措置と
して定められているものであり、特定地区のみの法人の審査請求料及び特許料の減免要件を緩和することは、特
許関係手数料の根底である受益者負担、また、特許特別会計の収支相償の観点からも適切でない。

右の提案主体の意見を踏まえ、回
答されたい。

　横浜市内には、高い技術力を持つ中小製造業が多く集積している
が、これら企業における知的財産権の取得・活用を促進することは経
済活性化の上で重要な課題となっている。特に、長く我が国のモノづく
りを支えてきた中小製造業における、いわゆる第２創業を促進し、国
際競争力の強化を図ることが重要である。
　現在、市内製造業の特許取得・申請事業所数の割合を規模別にみ
ると、中小企業では約8.5％で、資本金３億円以上の企業が57.1％で
あるのに比べてかなり低くなっている。中小企業においては、設立１０
年未満・以上に拘わらず、特許等の申請・登録等に係る費用負担が重
く、取得が促進されない実態が見られる。
　そこで、設立日より経過した年数にかかる要件を削除し、「資力に乏
しい者」の対象を拡大することにより、ベンチャー企業だけでなく、いわ
ゆる第２創業を目指す市内中小企業における知的財産権の取得を促
進することが経済活性化の上で不可欠である。

Ｃ －

　資力に乏しい法人に対する減免措置の要件について、「設立５年以
内」を「設立１０年以内」まで緩和するとともに、研究開発型中小企業
に対する減免措置について、従来の対象に加え、中小企業支援法の
認定事業等に関連した出願を行う者についても対象とし、また、本年
４月にもその対象者の拡大を図ったところ。
　新商品の開発や生産を行おうとする中小企業においては、その計
画を明確化し、中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認
を受けることにより、現行の研究開発型中小企業を対象とした特許料
等の軽減措置を利用することが可能である。
　現在の資力に乏しい法人に対する減免措置は、設立後間もないた
めに資金基盤が弱い法人に対する特例措置として定められているも
のであり、特定地区のみの法人の審査請求料及び特許料の減免要
件を緩和することは、特許関係手数料の根底である受益者負担、ま
た、特許特別会計の収支相償の観点からも適切でない。

右の提案主体の意見を踏ま
えて再度回答されたい。

　政府の知財戦略推進本部は「知財戦略推進計画2005」におい
て、「より多くの中小・ベンチャー企業が知的財産を創造し、それを
有効に活用し事業化に結びつけていくことを戦略的に進めていくこ
と」の重要性を指摘し、「2005年度から、中小・ベンチャー企業の費
用負担を軽減するため、現行の審査請求料・特許料の減免措置
の利用の抜本的な拡大を図る」としている。
　このような政策目標が掲げられているにもかかわらず、手数料減
免措置の対象を設立年数により限定するのは政策目標に合致し
ないものと考えられる。むしろ、これまで長い間我が国のモノづくり
の発展を支えてきた中小企業には国際競争力のある高度な技術
を持つ企業が多く、これら企業における特許等の取得を促進する
ことで、革新的な技術を知的財産として活用し戦略的に事業展開
できるようにしていくことが知財立国の実現のために必要であると
考える。

※主要国における審査請求までの特許料を比較すると、欧州各国
（英・独・仏）が約4～5万円、米国が約9万円（小規模団体には大幅
割引）であるのに対して、日本は約18万円となっている。「受益者
負担」を求める以上、受益者である企業が、他の主要国と同等の
費用負担で特許取得できる環境を整備していくことが、我が国の
中小企業の知財保護・活用促進のために重要であると考える。
※既に国際港湾特区では、国内の一部港湾に税関の執務時間外
における貨物取扱いについて手数料を半額とする特例措置を認め
ているが、本来手数料は港を利用する私人の「受益者負担」となる
はずである。その減免が認められたのは、「国内貿易港の競争力
を強化する」という政策目標があったことによると考えられる。

Ｃ －

　特許庁としては、平成１６年４月より、審査請求構造の適正化等を通
じた審査迅速化を目的として、出願から権利維持までの全体の料金水
準を引き下げる料金改正（審査実費に近くまで審査請求料を引き上
げ、出願料・特許料の引き下げ）を行ったところ。これに併せて研究開
発型中小企業に対する減免措置について、同じく昨年４月より、従来の
対象に加え、中小企業支援法の認定事業等に関連した出願を行う者に
ついても対象とし、また、本年４月にもその対象者の拡大を図り、いわ
ゆる新連携計画の認定を受けた中小企業も対象としたところ。この結
果、我が国のモノづくりの発展を支えてきた国際競争力のある高度な
技術を持つ企業における特許等の取得を促進することも期待される。
　特許庁としては、このような減免制度の周知を図ること等により、現行
の審査請求料・特許料の減免措置の利用の抜本的な拡大を図ることと
している。
　しかし、現在の資力に乏しい法人に対する減免措置は、設立後間もな
いために資金基盤が弱い国内法人に対する一律の特例措置として定
められているものであり、特定地区のみの法人の審査請求料及び特許
料の減免要件を緩和することは、受益者負担、また、特許特別会計の
収支相償の観点からも適切でないと考えている。

※各国の料金水準に関しては各国の特許制度自体に違いがあり単純
な比較はできないが、特許庁において把握しているデータによれば、平
均的な特許出願１件の出願から権利維持までに必要な総費用につい
て日米で比較すると、我が国の費用は米国の約半分、即ち、米国の小
規模団体に対する減免制度の料金とほぼ同水準となっており、我が国
の中小企業減免制度を活用した場合には更に低いレベルとなる。ま
た、同様に欧州と比較すると、我が国の費用は欧州の半分以下であ
り、欧州においては減免措置は無いものと認識している。

1157 11571020

特許登録に
おける資力
に乏しい者
の対象拡大

 特許法等関係手数料令に規定される資力
に乏しい者の要件のうち、設立の日（合併
により設立された法人にあつてはその合併
により消滅した法人の設立の日のうち最も
早い日、個人にあつてはその事業を開始し
た日）以後10年を経過していない要件を削
除する。

神奈川県
横浜市

横浜知財
ビジネス促
進特区

1130220

○「独立行政法人
中小企業基盤整備
機構法附則第５条
第１項第３号、第５
号」
○廃止前の「地域
産業の高度化に寄
与する特定事業の
集積の促進に関す
る法律第２条第２
項、第７条第１項第
１号」
○廃止前の「地域
産業の高度化に寄
与する特定事業の
集積に関する法律
施行令第１条」
○「中小企業の新
たな事業活動の促
進に関する法律附
則第４条第１項」
○「中小企業の新
たな事業活動の促
進に関する法律第
２条、第９条、第１１
条」

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する
法律附則第４条第１項」に該当する「創業者、
新規中小企業者等」については、同法及び「独
立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第
５条第１項第５号」により、中小企業基盤整備
機構が管理・譲渡を行う業務用地につき、廃
止前の「地域産業の高度化に寄与する特定事
業の集積の促進に関する法律第２条第２項、
第７条第１項第１号」及び廃止前の「地域産業
の高度化に寄与する特定事業の集積の促進
に関する法律施行令第１条」に規定する業種
以外の業種についても立地が可能となるよう
に、平成１７年４月１３日施行の「中小企業の
新たな事業活動の促進に関する法律」にて措
置したところ。

Ｄ－１ ー
旭川リサーチパーク（業務用地）において、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律附則第４条第１項」に
基づき「創業者、新規中小企業者等」に該当するＳＰＣ（特別目的会社）を設立し、当該社が用地を購入し、事業展
開を図ることは、現行の規定により対応可能。

1074 10741080

独立行政法
人中小企業
基盤整備機
構が管理・
譲渡を行う
業務用地
（旭川リ
サーチパー
ク）における
国際研修・
高度医療分
野の業種の
立地

　独立行政法人中小企業基盤整備機構が
管理・譲渡を行う業務用地（旭川リサーチ
パーク）における立地可能業種に国際研
修・高度医療分野の業種を追加すること等
で，ＳＰＣ（特別目的会社）による国際研修
センター及び高度医療センター・付属病院
を設置し運営できるようにする。

北海道旭
川市、三井
物産株式
会社

国際交流
拠点形成
プロジェク
ト
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